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 予 R02-18 
配点：３ 

  処分性に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの

【 】内の各記述について、最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しい

場合には１を、誤っている場合には２を選びなさい。 

  教員：まず、行政庁と相手方との基本的な関係が私法上の契約関係であ

る場合に、行政庁が相手方に対してする行為に処分性が認められる

ことがありますか。 

  学生：例えば、（ア）【弁済供託は、民法上の寄託契約の性質を有するも

のですが、供託官が弁済者から供託物の取戻しの請求を受けた場合

において、これを理由がないと認めて却下する行為は、処分性が認

められます。】 

  教員：行政庁が相手方に対して一定の事項を通知する行為につき、処分

性が認められることがありますか。 

  学生：例えば、（イ）【道路交通法に基づく反則金の納付の通告は、これ

に従わない場合には刑事手続が開始され、実際上反則金の納付を余

儀なくされることから、処分性が認められます。】 

  教員：行政計画の処分性についてはどのように考えますか。類型に分け

て説明してください。 

  学生：まず、当該計画に基づき将来具体的な事業が施行されることが予

定されている、いわゆる非完結型の計画につき、（ウ）【土地区画整

理事業の事業計画の決定は、後続の仮換地指定や換地処分の取消訴

訟によって権利救済の目的が十分達成でき、事件の成熟性が欠ける

ことから、処分性は認められません。】次に、当該計画に基づき将来

具体的な事業が施行されることが予定されていない、いわゆる完結

型の計画につき、（エ）【都市計画法に基づく用途地域の指定は、当

該地域内の土地所有者等に建築制限等の制約を課し、その法的地位

に変動をもたらすものであることから、処分性が認められます。】 
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ア 〇 
判例（最大判昭 45.7.15【百選Ⅱ142】）は、次のように判示している。 

「実定法は、供託官の右行為につき、とくに、『却下』および『処分』と

いう字句を用い、さらに、供託官の却下処分に対しては特別の不服審査手

続をもうけているのである。 

以上のことから考えると、もともと、弁済供託は、弁済者の申請により

供託官が債権者のために供託物を受け入れ管理するもので、民法上の寄託

契約の性質を有するものであるが、供託により弁済者は債務を免れること

となるばかりでなく、金銭債務の弁済供託事務が大量で、しかも、確実か

つ迅速な処理を要する関係上、法律秩序の維持、安定を期するという公益

上の目的から、法は、国家の後見的役割を果たすため、国家機関である供

託官に供託事務を取り扱わせることとしたうえ、供託官が弁済者から供託

物取戻の請求を受けたときには、単に、民法上の寄託契約の当事者的地位

にとどまらず、行政機関としての立場から右請求につき理由があるかどう

かを判断する権限を供託官に与えたものと解するのが相当である。 

したがって、右のような実定法が存するかぎりにおいては、供託官が供

託物取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は行政処分であり、弁済

者は右却下行為が権限のある機関によって取り消されるまでは供託物を取

り戻すことができないものといわなければならず、供託関係が民法上の寄

託関係であるからといって、供託官の右却下行為が民法上の履行拒絶にす

ぎないものということは到底できないのである。」 

イ × 
判例（最判昭 57.7.15【百選Ⅱ146】）は、次のように判示している。 

「交通反則通告制度は、車両等の運転者がした道路交通法違反行為のう

ち、比較的軽微であって、警察官が現認する明白で定型的なものを反則行

為とし、反則行為をした者に対しては、警察本部長が定額の反則金の納付

を通告し、その通告を受けた者が任意に反則金を納付したときは、その反

則行為について刑事訴追をされず、一定の期間内に反則金の納付がなかっ

たときは、本来の刑事手続が進行するということを骨子とするものであ

り、これによって、大量に発生する車両等の運転者の道路交通法違反事件
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について、事案の軽重に応じた合理的な処理方法をとるとともに、その処

理の迅速化を図ろうとしたものである。 

…… 

右のような交通反則通告制度の趣旨とこれを具体化した道路交通法の諸

規定に徴すると、反則行為は本来犯罪を構成する行為であり、したがって

その成否も刑事手続において審判されるべきものであるが、前記のような

大量の違反事件処理の迅速化の目的から行政手続としての交通反則通告制

度を設け、反則者がこれによる処理に服する途を選んだときは、刑事手続

によらないで事案の終結を図ることとしたものと考えられる。道路交通法

127 条１項の規定による警察本部長の反則金の納付の通告（以下「通告」と

いう。）があっても、これにより通告を受けた者において通告に係る反則金

を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、ただその者が任意に右

反則金を納付したときは公訴が提起されないというにとどまり、納付しな

いときは、検察官の公訴の提起によって刑事手続が開始され、その手続に

おいて通告の理由となった反則行為となるべき事実の有無等が審判される

こととなるものとされているが、これは上記の趣旨を示すものにほかなら

ない。してみると、道路交通法は、通告を受けた者が、その自由意思によ

り、通告に係る反則金を納付し、これによる事案の終結の途を選んだとき

は、もはや当該通告の理由となった反則行為の不成立等を主張して通告自

体の適否を争い、これに対する抗告訴訟によってその効果の覆滅を図るこ

とはこれを許さず、右のような主張をしようとするのであれば、反則金を

納付せず、後に公訴が提起されたときにこれによって開始された刑事手続

の中でこれを争い、これについて裁判所の審判を求める途を選ぶべきであ

るとしているものと解するのが相当である。もしそうでなく、右のような

抗告訴訟が許されるものとすると、本来刑事手続における審判対象として

予定されている事項を行政訴訟手続で審判することとなり、また、刑事手

続と行政訴訟手続との関係について複雑困難な問題を生ずるのであって、

同法がこのような結果を予想し、これを容認しているものとは到底考えら

れない。 

右の次第であるから、通告に対する行政事件訴訟法による取消訴訟は不

適法というべきであ……る。」 

ウ × 
判例（最大判平 20.9.10【百選Ⅱ147】）は、次のように判示している。 

「土地区画整理事業の事業計画については、いったんその決定がされる

と、特段の事情のない限り、その事業計画に定められたところに従って具

体的な事業がそのまま進められ、その後の手続として、施行地区内の宅地
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について換地処分が当然に行われることになる。前記の建築行為等の制限

は、このような事業計画の決定に基づく具体的な事業の施行の障害となる

おそれのある事態が生ずることを防ぐために法的強制力を伴って設けられ

ているのであり、しかも、施行地区内の宅地所有者等は、換地処分の公告

がある日まで、その制限を継続的に課され続けるのである。 

そうすると、施行地区内の宅地所有者等は、事業計画の決定がされるこ

とによって、前記のような規制を伴う土地区画整理事業の手続に従って換

地処分を受けるべき地位に立たされるものということができ、その意味

で、その法的地位に直接的な影響が生ずるものというべきであり、事業計

画の決定に伴う法的効果が一般的、抽象的なものにすぎないということは

できない。」 

「もとより、換地処分を受けた宅地所有者等やその前に仮換地の指定を

受けた宅地所有者等は、当該換地処分等を対象として取消訴訟を提起する

ことができるが、換地処分等がされた段階では、実際上、既に工事等も進

ちょくし、換地計画も具体的に定められるなどしており、その時点で事業

計画の違法を理由として当該換地処分等を取り消した場合には、事業全体

に著しい混乱をもたらすことになりかねない。それゆえ、換地処分等の取

消訴訟において、宅地所有者等が事業計画の違法を主張し、その主張が認

められたとしても、当該換地処分等を取り消すことは公共の福祉に適合し

ないとして事情判決（行政事件訴訟法 31 条１項）がされる可能性が相当程

度あるのであり、換地処分等がされた段階でこれを対象として取消訴訟を

提起することができるとしても、宅地所有者等の被る権利侵害に対する救

済が十分に果たされるとはいい難い。そうすると、事業計画の適否が争わ

れる場合、実効的な権利救済を図るためには、事業計画の決定がされた段

階で、これを対象とした取消訴訟の提起を認めることに合理性があるとい

うべきである。」 

「以上によれば、市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決

定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであっ

て、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということがで

き、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗

告訴訟の提起を認めるのが合理的である。したがって、上記事業計画の決

定は、行政事件訴訟法３条２項にいう『行政庁の処分その他公権力の行使

に当たる行為』に当たると解するのが相当である。」 

エ × 
判例（最判昭 57.4.22【百選Ⅱ148】）は、次のように判示している。 
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「右決定が、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課

し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定で

きないが、かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が

制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一

般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから

直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったもの

として、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。もっとも、右

のような法状態の変動に伴い将来における土地の利用計画が事実上制約さ

れたり、地価や土地環境に影響が生ずる等の事態の発生も予想されるが、

これらの事由は未だ右の結論を左右するに足りるものではない。なお、右

地域内の土地上に現実に前記のような建築の制限を超える建物の建築をし

ようとしてそれが妨げられている者が存する場合には、その者は現実に自

己の土地利用上の権利を侵害されているということができるが、この場合

右の者は右建築の実現を阻止する行政庁の具体的処分をとらえ、前記の地

域指定が違法であることを主張して右処分の取消を求めることにより権利

救済の目的を達する途が残されていると解されるから、前記のような解釈

をとっても格別の不都合は生じないというべきである。 

右の次第で、本件工業地域指定の決定は、抗告訴訟の対象となる処分に

はあたらないと解するのが相当であ」る。 

  

  




